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船舶事故調査報告書 
 

 

   船 種 船 名 遊漁船 乙姫丸 

   船 舶 番 号 ２９３－３７７４１熊本 

   総 ト ン 数 ４.８トン 

 

   船 種 船 名 漁船 一洋丸 

   漁船登録番号 ＮＳ３－４０１７４８ 

   総 ト ン 数 ０.８トン 

 

   事 故 種 類 衝突 

   発 生 日 時 平成２０年８月１５日 １３時００分ごろ 

   発 生 場 所 長崎県南島原市口之津港南東方沖  

           沖ノ瀬灯標から真方位１６４°４,３２０ｍ付近 

           （概位 北緯３２°３４.４′ 東経１３０°１５.０′） 

 

 

                      平成２１年１２月１０日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  山 本 哲 也 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 遊漁船乙姫
おとひめ

丸は、操縦者及び釣り客４人が乗船し、長崎県南島原
みなみしまばら

市口之津
く ち の つ

港南東

方沖の釣り場から東進中、漁船一洋
いちよう

丸は、船長１人が乗り組み一本釣り漁の操業のた

め漂泊中、平成２０年８月１５日（金）１３時００分ごろ、両船が衝突した。 

 衝突の結果、乙姫丸には船首部に擦過傷が生じ、一洋丸には、船尾中央部の外板等

に損傷が生じたが、いずれも死傷者はいなかった。 
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１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２０年１０月１日、本事故の調査を長崎地方海難審判理

事所から引き継ぎ、調査を担当する主管調査官（長崎事務所）ほか１人の地方事故

調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

  平成２０年９月２２日、平成２１年５月１８日、１９日、２１日、２６日、６月

１５日、９月８日 口述聴取 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

 事故に至るまでの経過は、乙姫丸（以下「Ａ船」という。）の操縦者（以下「操縦

者Ａ」という。）及び一洋丸（以下「Ｂ船」という。）の船長（以下「船長Ｂ」とい

う。）の口述によれば、次のとおりであった。 

  (1) Ａ船 

    操縦者Ａは、海難審判で業務の停止となり、別の船長（以下「船長Ｃ」とい

う。）に操船を任せていたところ、釣り客の急な申し込みで船長Ｃの都合がつ

かなくなったため、Ａ船の操船をすることとなった。 

Ａ船は、操縦者Ａが乗り組み、平成２０年８月１５日０５時００分ごろ熊本

県上天草市湯島
ゆ し ま

漁港を発し、熊本県上天草市鳩之釜
はとのかま

漁港に入港して、釣り客

４人を乗船させ、０５時３０分ごろ離岸して、真鯛釣りに向かった。０６時

００分ごろ操縦者Ａは、熊本県天草市鬼池港北方の釣り場に到着し漂泊を開

始した。 

    １２時４５分ごろ操縦者Ａは、釣りが終了したので、主機関を毎分回転数

（rpm）約１,６００～１,７００、約１７.０ノット（kn）の速力（対地速力、

以下同じ。）で湯島漁港を経由して、客を下船させるため鳩之釜漁港に向け、

操舵室のいすの上に立って天窓から頭を出して、湯島を目標に右足で舵を 

とって航行していた。 
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操縦者Ａは、航行中、船首方向約３,０００ｍに漂泊中のＢ船を視認した。

操縦者Ａは、衝突約３分前に、飲み物をとるため座席に腰をかけて手動操舵

としたときは、Ｂ船がＡ船の船首左舷側のアンカー台の左上に見え、Ｂ船の

船尾側３０～４０ｍを通過すると思っていた。操縦者Ａは、座席に腰をかけ

て座った場合の前方の見え具合が、約１７.０kn の速力だと水平線が見えるか、

見えないかの状態で操船していた。 

操縦者Ａは、衝突の約２分前、精算にきた釣客と雑談をしながら舵輪から手

を離し財布を出して釣り銭を確認していたところ、１３時００分ごろ湯島と

鬼池港の中間付近で、Ａ船の船首とＢ船の船尾中央部が衝突した。 

    その後、Ａ船は右旋回してＢ船と会合し、怪我のないことを確認して、連絡

先などを通知しあって、帰途についた。 

 (2) Ｂ船 

    Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、平成２０年８月１５日１１時３０分ごろ

長崎県南島原市南有馬
みなみありま

漁港を発し、釣り場に向かった。 

    １１時５０分ごろ船長Ｂは、口之津港南東沖の水深４３～４５ｍの釣り場に

到着し、船首を北方に向け、左手で釣り糸を持って、左舷船尾甲板に船首方

を向いて座り、アラカブの一本釣りを開始した。 

    船長Ｂは、西流によって、２０～３０ｍ流れてポイントから外れたら、潮昇

りをしてポイントに戻っていた。 

    船長Ｂは、２回目の潮昇りを終えて、衝突の約３分前ごろ主機関を止めずに

クラッチを切ったまま、船首を北に向けて漂泊し、釣りを再開した直後に魚

がかかったことから、電動リールで巻き上げを開始した。このとき、左舷後

方にＡ船を視認したが、船尾方２０～３０ｍを通過するものと思って、前方

を向いて巻き上げを継続した。 

１３時００分ごろ、船長Ｂが釣れたアラカブの針を外そうとしたときにＡ船

とＢ船が衝突した。 

    船長Ｂは、Ａ船と会合して連絡先を通報し、帰途についた。 

 

本事故の発生日時は、平成２０年８月１５日１３時００分ごろで、発生場所は、長

崎県南島原市口之津港南東方沖の沖ノ瀬灯標から１６４°（真方位、以下同じ。） 

４,３２０ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 両船に死傷者はいなかった。 
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２.３ 船舶の損傷に関する情報 

(1) Ａ船 

    操縦者Ａの口述によれば、左舷船首部に擦過傷が生じた。 

(2) Ｂ船 

    船長Ｂの口述によれば、船尾外板が破損し、スパンカーのマストが折損した。 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

 (1) 性別、年齢、操縦免許証 

操縦者Ａ 男性 ３８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１２年９月２７日 

免許証交付日 平成１６年９月３０日 

（平成２２年９月２６日まで有効） 

      海難審判法第４条第２項の規定に基づき、平成２０年８月６日から９月 

２０日まで業務停止となっていた。 

船長Ｂ 男性 ７３歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５２年５月１３日 

免許証交付日 平成１７年１１月２８日 

（平成２３年２月２１日まで有効） 

(2) 主な乗船履歴等 

   操縦者Ａ 

操縦者Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

① 主な乗船履歴 

     平成１２年４月頃から親族の遊漁船に手伝いとして乗り組み、操縦免許取

得後、親戚が所有する遊漁船の船長を行い、平成１８年３月にＡ船を中古で

購入後、同船の船長として乗り組んでいた。 

② 健康状態 

     健康状態は、良好であった。 

船長Ｂ 

    船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

① 主な乗船履歴 

     昭和２４年から漁船に乗り組み、昭和３２年から約１１年間内航船に乗船

したのち、昭和４３年から昭和５２年まで外航船の機関員として乗船し、昭

和５２年に漁船を購入してから漁業に従事していた。 
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② 健康状態 

     健康状態は、良好であった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

(1) Ａ船 

船 舶 番 号  ２９３－３７７４１熊本 

船  籍  港  熊本県上天草市 

船舶所有者  個人所有 

総 ト ン 数  ４.８トン 

Ｌr×Ｂ×Ｄ  １１.８７ｍ×２.９６ｍ×０.９６ｍ 

船    質  ＦＲＰ 

機    関  ディーゼル機関１基 

出    力  ３３０kＷ（連続最大） 

推  進  器  ３翼固定ピッチプロペラ１個 

進水年月日  昭和６３年４月８日 

最大搭載人員  旅客１１人、船員１人計１２人 

 (2) Ｂ船 

漁船登録番号  ＮＳ３－４０１７４８ 

船舶所有者  個人所有 

主たる根拠地  長崎県南島原市 

総 ト ン 数  ０.８トン 

Ｌr×Ｂ×Ｄ  ６.１２ｍ×１.６４ｍ×０.５２ｍ 

船    質  ＦＲＰ 

機    関  ディーゼル機関１基 

出    力  ２５（漁船法馬力数）  

推  進  器  固定ピッチプロペラ１個 

進水年月日  昭和６２年７月２０日 

 

2.5.2 積載状態 

(1) Ａ船 

操縦者Ａの口述によれば、Ａ船の喫水は船首０.５ｍ、船尾１.３ｍであっ

た。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、Ｂ船の喫水は船首０.２ｍ、船尾１.５ｍであった。 
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2.5.3 その他の設備及び性能等 

   (1) Ａ船 

操縦者Ａの口述によれば、操舵室前部中央にＧＰＳプロッターが、前部右

舷側にレーダーが設置してあり、船体及び機器類には、不具合又は故障はな

く、操舵室の窓から船首方に死角を生じさせる構造物はなかった。 

   (2) Ｂ船 

     船長Ｂの口述によれば、機関室囲壁上面後部に風防ガラスが設置され、船

体及び機器類には、不具合又は故障はなく、操舵室の窓から船首方に死角を

生じさせる構造物はなかった。 

（写真１ Ａ船の船体状況、写真２ Ｂ船の船体状況 参照） 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象観測値 

  事故現場の西北西約７ｋｍに位置する口之津地域気象観測所による事故当日の観

測値は、次のとおりであった。 

１１時００分 風向 西南西、風速 ３m/s、気温 ３０.３℃、降水量 ０mm 

１２時００分 風向 西、風速 ３m/s、気温 ３０.３℃、降水量 ０mm 

１３時００分 風向 西南西、風速 ３m/s、気温 ２９.０℃、降水量 ０mm 

 

2.6.2 乗組員の観測 

(1) 操縦者Ａの口述によれば、当時の気象は、天気晴れ、風弱く、波はなかっ 

た。 

(2) 船長Ｂの口述によれば、当時の気象は、天気晴れ、風はほとんどなく、視 

界は良好で、西に向けて弱い潮流があった。 

 

２.７ 事故水域に関する情報 

 海上保安庁刊行の九州沿岸水路誌には、次のとおり記載されている。 

  島原湾 

   水深は南部では３０～１２０ｍであるが、湾奥一体は浅く、北岸及び東岸では

干出堆が遠くまで延びている。 

   潮流 上げ（下げ）潮流は湾奥（湾外）へ、最強流速が平均２～３kn である。 

 

２.８ 遊漁船業等に関する情報 

(1) 遊漁船業の適正化に関する法律（以下「遊漁船業法」という。）に基づく遊 

漁船業として登録を受けたＡ船の登録業者（以下「登録業者Ａ」という。）は、
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Ａ船の業務規程を定め届出をしていた。当該業務規程によると、遊漁船業務

主任者として操縦者Ａが選任されていたが、船長Ｃは選任されていなかった。 

(2) 登録業者Ａの口述によれば、３隻の船を有しているので３隻が出るときには 

他の人を船長として頼むこともあった。また、操縦者Ａには、時化のときの 

中止などについて指導していた。 

 

 

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) Ａ船は、１２時４５分ごろ釣りを終え、湯島を目標に手動操舵で約１７kn

の速力で航行中、一方、Ｂ船は、衝突場所付近において、衝突の約３分前か

ら、船首を北に向け主機関を中立運転とし、釣りをしながら漂泊中、両船が

衝突した。 

 

3.1.2 衝突時刻及び場所 

２.１から、衝突時刻は１３時００分ごろで、衝突場所は沖ノ瀬灯標から 

１６４°４,３２０ｍ付近であったものと考えられる。 

 

3.1.3 衝突の状況 

２.１及び２.３から、速力約１７kn で航行しているＡ船の船首部と、船首を北

方に向けて漂泊していたＢ船の船尾が衝突したものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

(1) 乗組員の状況 

Ａ船 

     ２.４(1)から、操縦者Ａは、適法な操縦免許を有していたが、事故当時、

海難審判法に基づく業務の停止処分となっていた。 

Ｂ船 

     ２.４(1)から、船長Ｂは、適法で有効な操縦免許証を有していた。 
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(2) 船舶の状況 

2.5.3 から、Ａ船及びＢ船は、船体及び機器類には、不具合又は故障はな

かったものと考えられる。 

 

3.2.2 操船の状況 

(1) Ａ船 

     ２.１(1)から、操縦者Ａは船首前方約３,０００ｍにＢ船を認め、Ｂ船の

船尾側を通過できると思い、釣り客と雑談しながら舵輪から手を離し、料金

の精算のため財布を出して釣り銭を確認していて見張りを行わず、Ｂ船に向

けて航行していることに気付かなかったものと考えられる。 

(2) Ｂ船 

     ２.１(2)から、船長Ｂは、衝突の約３分前に漂泊し、Ａ船を左舷後方に視

認したが、Ａ船が船尾側を通過するものと思い、魚の釣り上げを行っていて

接近するＡ船に気付かず、衝突を避けるための措置をとらなかったものと考

えられる。 

 

3.2.3 気象及び海象に関する解析 

  ２.６から、天気は晴れで、風は弱く、視界良好であったものと考えられる。 

 

3.2.4 事故発生に関する解析 

  ２.１から、次のとおりであった。 

(1) 操縦者Ａは、Ｂ船の船尾側を通過できると思い、釣り客と雑談しながら舵 

輪から手を離し、料金の清算のため財布を出して釣り銭を確認していて見張

りを行わず、Ｂ船に向けて航行していることに気付かなかったものと考えら

れる。 

 (2) 船長Ｂは、衝突の約３分前に漂泊し、Ａ船を左舷後方に視認したものの、 

Ａ船がＢ船の船尾側を通過すると思い、魚の釣り上げを行っていてＡ船に対

する継続的な見張りを行っていなかったことから、接近するＡ船に気付かず、

衝突を避けるための措置をとらなかったものと考えられる。 

  

 

４ 原 因 

 

 本事故は、南島原市口之津港南東方沖において、Ａ船が湯島に向けて東進中、Ｂ船
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が釣りのため漂泊中、Ａ船がＢ船に向けて航行していることに気付かず、また、Ｂ船

が接近するＡ船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

 Ａ船がＢ船に向けて航行していることに気付かなかったのは、操縦者Ａが、Ｂ船の

船尾側を通過できると思い、釣り客と雑談しながら舵輪から手を離し、料金の精算の

ため財布を出して釣り銭を確認していて見張りを行わなかったことによるものと考え

られる。 

Ｂ船が、接近するＡ船に気付かなかったのは、船長Ｂが、Ａ船を視認したときに船

尾側を通過すると思い、魚の釣り上げを行っていてＡ船に対する継続的な見張りを 

行っていなかったことによるものと考えられる。 



  - 10 -

 

付図１ 推定航行経路図 
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［平成２０年８月１５日１３：００ごろ発生。 

沖ノ瀬灯標から１６４°４,３２０ｍ付近］ 

沖ノ瀬灯標

Ａ船速力約 17kn 
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写真１ Ａ船の船体状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の船体状況 
 

 

 




